
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

◇　人件費には、職員給のほか特別職給与、議員報酬、その他共済組合への負担金などを含みます。

（2）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

◇　職員数は平成19年4月1日現在の給与実態調査による普通会計の人数です。

◇　市は、政令指定都市・中核市・特例市・一般市に区分され、一般市はさらに人口や産業構造（産業別就業人口の構成比）により
　16の類型に分類されます（宍粟市は一般市Ⅰ-0のグループに属し、同じグループの団体を「類似団体」と呼びます）。

(3) 特記事項

１８年度の人件費率

　　　　　　　　　　　％

22.3

6,009

一人当たり給与費

千円

一般市（Ⅰ－0）平均
区分

歳 出 額

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

　　　　　（１９年度末）
区分

（参考）

19 21.7

年度 　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円

Ｂ／Ａ

人 件 費 率

　　　　　　％

年度

宍粟市の給与・定員管理等について

19

　　　　　　Ａ

千円 千円 千円

人　

実 質 収 支

44,254 422,20222,171,372

職員数

　　　　　千円

人 件 費

　　　　　　Ｂ

4,804,979

給与費 B/A

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当

人 千円

518 2,080,551 460,309 841,345

一人当たり

6,5293,382,205

　　計　　Ｂ

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

◇　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

◇　宍粟市は平成17年4月1日合併につき、合併年度と比較しています（他は5年前と比較）。
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（５）給与改定の状況
①月例給

　　　　　　　

②特別給

　　　　　　　

◇　宍粟市では人事委員会を設置していないので、国の人事院勧告などを考慮し給与改定を行います。
◇　特別給は期末手当、勤勉手当です。

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２０年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円― 387,506325,113

宍 粟 市

兵 庫 県

国 41.1

44.4 350,132

－ － 4.50

平均給与月額

（国ベース）

369,436

401,950

月 月 月

民間の支給

20 － － －

公務員の 較差 勧　告

公務員給与

月

20 － － （　　　－　　％）

年度

A （改定率）

（参考）
較差 国　の　改　定　率

人事委員会の勧告

0.00

月 月

年間支給月数
（参考）

国　の　年　間
支　給　月　数

％

区　　分

円

民間給与

335,20442.0

B A-B

区　　分
人事委員会の勧告

割合　　　　　　A

399,081

449,187

円年度 円

支給月数　　　B （改定月数）

給　与　改　定　率

－
％ ％

勧　告

－

A-B

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職（総合病院を含みます）

円 円

円 円

円 円

◇　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成17年～平成19年の３ヶ年平均）

◇　技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、職員区分では類似する業務での比較となっており、また、民間の平均賃金・年齢の算出の

　際には、正規職員のほか臨時職員やパート勤務者を含むなど、年齢、業務内容、雇用形態・平均経験年数等でその基準が異なっており、

　完全に一致しているものではない。

◇　年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては、前年度に支給された

　期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

類 似 団 体

区　　分

349,660

322,033

338,110

284,679

294,900

48.6

宍 粟 市

（Ｂ）

271,747

－

調理師

－

250,400308,079

－

41.8

対応する民
間の類似職
種

330,935 375,723 356,53643.3類似団体

宍 粟 市

兵 庫 県

国

うち清掃職員

うち用務員

うち看護補助員

36

296,400

うち学校給食調理員・病院調理師

区　　分

3

民　　　間

平均給与月額（円）

46.0

41.9

51.2

平均給与月額（円）

（国ベース）（Ａ）

参考

Ａ／Ｂ平均年齢（歳） 職員数（人） 平均給料月額（円）

平均給与月額（円）

平均年齢（歳）

公　　務　　員

48.9

317,091

4,784

45

19

10 380,700

1,053

352,467 325,036

341,518

406,931

331,800

405,908 373,947

- -

廃棄物処理従業員

用務員

-

53.9

-

－

1.36

1.36

- -

299,700

225,900

-

1.47

43.6

-

-

-

-

-

-

-

--

うち用務員

うち清掃職員

民間（Ｄ） Ｃ／Ｄ

3,383,400うち学校給食調理員・病院調理師

1.37

1.46

5,699,235

4,710,941

参　　　考

285,068 272,33346.7

331,80056.0

320,623

306,44747.7

－

4,170,000

3,227,400

6 254,483

年収ベース（試算値）の比較

公務員（Ｃ）

－ － －

4,720,820 1.40
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　　　③教育職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

　　　　④消防職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

◇　「平均給料月額」とは、20年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

◇　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての

　手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

◇　「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手

　当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

（2) 職員の初任給の状況（２０年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

区　　分

360,855

宍 粟 市

178,800

-

類似団体

-

国兵 庫 県

369,051

（国ベース）

平均給与月額

452,407

399,518

平均給料月額

宍 粟 市

兵 庫 県

45.0 358,263

387,571

351,472

313,050

-

396,760

平均給与月額

宍 粟 市

都道府県

39.7

339,091

平均給与月額平均年齢

43.8 330,927

44.4

40.4

-

高　校　卒

大　学　卒 172,200

144,500 140,100

172,200

平均年齢

類似団体

区　　　　　分

一般行政職

区　　分

144,500

312,701

平均給料月額

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２０年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

◇　該当職員が無い場合や、対象者が少ない場合は表示していません。

177,200

-

経験年数１５年

129,200

-172,200

141,900

235,657

大　学　卒

144,500

304,700

経験年数１０年

高　校　卒

-

-

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

172,200

-

大　学　卒

155,700

352,325

経験年数２０年

310,400

-

-

-短 大 卒

-

137,200

-

- -

199,700

大 学 卒

大 学 卒

268,530

--

高 校 卒

-

区　　　　分

262,400

140,800

技能労務職
高 校 卒 196,700 -

中 学 卒 -

教育職

一般行政職

技能労務職
（労務職）

教　育　職

消　防　職
-

-
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（２０年４月１日現在）

◇　宍粟市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

◇　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

124

　　　　　　　　人

63

構成比

　　　　　　　　％

9.0

区　　分

31

　　　　　　　　％

　　　　　　　　人

課長・所長・室長・保育所長・施設長・
副課長・副所長・事務長

標準的な職務内容

市民局長・市民局副局長・部長・次
長・課長

４　級 係長・主査

9.2

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

23.7

　　　　　　　　％

32

35.8

６　級

５　級
82

　　　　　　　　人

職員数

　　　　　　　　人

３　級

１　級 主事・技師

２　級

係長・主査

主事・技師

14 4.0

　　　　　　　　人

18.2

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

５級

23.7%

５級

23.6%

５級

19.6%

６級

9.0%

６級

8.5%

６級

7.9%

70%

80%

90%

100%

  

◇　平成18年4月より8級制から6級制に変更しています（旧給料表の1級及び2級は新1級に、4級及び5級を新3級に統合しています）。

　

（2) 昇給への勤務成績の反映状況

　

　地方公務員法第４０条に基づき、毎年１月１日を評定日として勤務評定を実施していま
す。（内容等については宍粟市勤務評定規則を参照）
　昇級日（１月１日）前の１年間の勤務実績が良好と認められる場合は４号給昇給しますが、
良好と認められない場合は市の基準により３号給以下の昇給となります。

１級

4.0%
１級

4.7%

１級

7.7%

２級

9.2%

２級

8.5%

２級

8.0%

３級

35.8%

３級

36.5%
３級

32.4%

４級

18.2%

４級

18.1%

４級

24.4%

５級

23.7%

５級

23.6%

５級

19.6%

６級

9.0%

６級

8.5%

６級

7.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成２０年 平成１９年 平成１７年
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４　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（１９年度支給割合） （１９年度支給割合） （１９年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算：5・10％ 役職加算：5～20％　管理職加算：10～25％ 役職加算：5～20％　管理職加算：10～25％

◇　(　　 )内は、再任用（職務の特殊性などを考慮し、退職後引き続き職員を一定期間雇用する制度）職員に係る支給割合です。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

（2) 退職手当（２０年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

　地方公務員法第４０条に基づき、毎年１月１日を評定日として勤務評定を実施していま
す。（内容等については宍粟市勤務評定規則を参照）
　職員の勤務実績が良好と認められる場合は、0.725月分支給しており、良好と認められな
い場合は、市の基準により良好な場合の率より低い率により支給しています。

1,624

宍 粟 市

宍　　　　　粟　　　　　市

0.7251.6

国

国兵 庫 県

1.5

１人当たり平均支給額（１９年度） １人当たり平均支給額（１９年度）

1.453.0

―
2,023

3.0

1.61.6

1.47

0.750.75

3.0

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

◇　退職手当の１人当たり平均支給額は、１９年度に退職した職員に支給した平均額です。

 (3) 地域手当
（２０年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

(２２年度の制度完成時）

％ ％

◇　国の制度では平成22年度での完成を目指し、平成18年度から支給率を段階的に引き上げることとしており

　制度完成時の支給率は、給料と扶養手当の月額の3/100～18/100とされています。

41.34

59.28

国の制度（支給率）

0

支給率

支給率

59.28

23.50

33.50

0

30.55

59.2847.50

59.28

30.55

宍 粟 市 0

47.50

23.50

宍 粟 市

支給対象地域

33.50

その他の加算措置
定年前早期退職特例加算
45歳以上50歳未満で勤続20年以上※
　　　　　　　　　　　　　　　2％～30％加算・特別昇給4号
50歳以上で勤続25年以上
　　　　　　　　　　　　　　　2％～20％加算・特別昇給4号
※平成18年度から3年間の措置として、45歳以上の勤続25年
以上職員を対象に、早期の職員の規模適正化を推進します。

59.28

支給職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算）

12,888 25,167

その他の加算措置
定年前早期退職特例措置：2～20％加算

支 給 実 績 （ １ ９ 年 度 決 算 ） 0

59.28

支給対象地域

0

国の制度（支給率）

0

0

支給対象職員数

41.34

5



 (4) 特殊勤務手当（２０年４月１日現在）

千円

手当の名称 主な支給対象職員

32,863

421,321

有害物取扱業務

支 給 実 績 （ １ ９ 年 度 決 算 ）

支給職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（１９年度）

山地における特に危険又
は困難な業務

11種類

円

下水道マンホール等入孔・
水道事業緊急出動

感染症患者等の救護等 1日当たり400円

主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

％13.9

当該業務に従事した者

除雪作業車運転による除
雪作業

山崎浄苑勤務職員等

市民局地域振興課勤務職員等

山崎浄苑での塩素取扱業
務

ボイラー作業及び維持管理
業務

手 当 の 種 類 （ 手 当 数 ）

危険又は困難業務従事職
員手当

水道局勤務職員等

1日当たり600円

1月当たり1,500円

1日当たり600円

1日当たり600円

1日当たり600円

1日当たり600円

当該業務に従事した者

感染症防疫業務従事職員
手当

保健センター職員等

給食センター勤務職員等

 (5) 時間外勤務手当

支 給 実 績 （ １ ９ 年 度 決 算 ）

消防署に勤務する職員

火葬業務

消防署に勤務する職員

支 給 実 績 （ １ ８ 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ １ ８ 年 度 決 算 ）

消防署に勤務する職員

診療所医師

火葬業務従事職員手当 しそうクリーンセンター勤務職員等

宍粟市福祉事務所勤務職員

1当務当たり520円

千円

千円

千円

隔日勤務

166,578

164,217

375 千円

福祉事務所ケースワーカー
業務従事職員手当

隔日勤務手当

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ １ ９ 年 度 決 算 ）

1日当たり600円
その他火葬1体につき2,000円（小
動物200円）、霊柩車の運転1体当
たり1,500円

死人の移送及び埋火葬業
務

1回当たり1,000円

ごみ、し尿取扱業務 1日当たり600円

1月当たり2,000円ケースワーカー業務

1月当たり650,000円

1回当たり
機関員等510円、その他380円

緊急時の出動（救急）

時間外の診療（往診)業務
診療点数に10円を乗じた額の2分
の1

緊急時の出動（火災）
1回当たり
機関員510円、その他380円

診療所診療業務

救急出勤手当

火災等出動手当

431

旅行死亡人の取扱業務従
事職員手当

診療所医師往診手当

診療所医師特別手当

診療所医師

当該業務に従事した者

ごみ、し尿取扱業務従事職
員手当

しそうクリーンセンター勤務職員等
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（6) その他の手当（２０年４月１日現在）

円

円

(1）配偶者：13,000円
(2）扶養親族：6,500円
※配偶者がいない場合
　　・・・1人目：11,000円
※16歳～23歳未満の扶養
親族には5,000円加算

住居手当

扶養手当

(1)借家の場合
12,000円以上の家賃を払っ
ている場合：家賃に応じ
27,000円を上限に支給。
(2）持ち家の場合
3,500円

同

（1)同
(2)異

なし

なし

なし

(国）

272,924

●公共交通機関利用
55千円を限度に実費

1㎞～2㎞未満

1㎞未満

同 －

千円

手 当 名
支給職員１人当たり
平均支給年額
（１９年度決算）

国の制度と
の 異 同

内容及び支給単価

●自家用車等利用

支給実績
（１９年度決算）

千円

82,969

26,144 9,438

（宍粟市）

(2)
持ち家の場
合国は2,500
円（新築・購
入後5年以
内）

国の制度と
異なる内容

－

2,300円

円

8,900円

84,471

22,700円

16,000円～
19,600円

4,100円

2㎞～5㎞未満
3,400円～
5,600円

2,000円

なし

13,700円

18,500円

23,600円

1㎞～2㎞未満

5㎞～10㎞未満
6,600円～
10,600円

16,100円

97,662

24,300円～
27,100円

管理又は監督の地位にある
職員について、給与月額の
8%～16％

通勤手当

39,000円～
40,600円

30,600円～
32,600円

25㎞～30㎞未満

40㎞～45㎞未満

35㎞～40㎞未満

27,700円～
30,100円

円16,694千円

異

35，000円～
36,600円

37,000円～
38,600円

60㎞以上

55㎞～60㎞未満

400円/㎞
加算

60,285

21,800円

千円

24,500円

支給率
8%～25%

50㎞～55㎞未満

管理職手当

11,500円～
15,100円

11,300円

45㎞～50㎞未満

20㎞～25㎞未満
20,400円～
23,600円

33,000円～
34,600円

20,900円

2,300円

30㎞～35㎞未満

10㎞～15㎞未満

15㎞～20㎞未満

6,500円
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５　特別職の報酬等の状況（２０年４月１日現在）

円

（ 円 ）

円

（ 円 ）

円

（ 円 ）

円

円

円

　　

◇　現在、特別職の給料を減額支給しています。

◇　退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給与月額及び支給率に基づき、1期（4年=48月）

報

酬

4.35

　　（１９年度支給割合）

940,000

382,000

685,000

650,750

期
末
手
当

備　　　　考

副 市 長

（算定方式）

357,000

議 長

議 員

収 入 役

市 長

副 議 長

市長・副市長・収入役

退
職
手
当

440,000

16,649,280円

給

料

市 長
（ ）減額前

収 入 役
（ ） 減 額 前

7,046,842円

800,000

給料月額×在職月数×41/100

給料月額×在職月数×25/100

462,000

任期ごと

任期ごと

給料月額×在職月数×22.56/100

539,400690,000

760,000

846,000
円／1,010,000

（参考）類似団体における最高／最低額
給 料 月 額 等

（支給時期）

円

月分

（１期の手当額）

251,000

円

309,000

227,000

月分

円／

区 分

722,000副 市 長
（ ） 減 額 前

議 員

　　（１９年度支給割合）

400,000 円／

8,664,000円

任期ごと

4.40

円

円460,000

円

347,500

円／

円／

円／ 円

495,000

◇　退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給与月額及び支給率に基づき、1期（4年=48月）

　勤めた場合の見込額です。

６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

◇　職員数は教育長を含む一般職に属する職員数であり、〔　　〕内は条例定数の合計です。

◇　類団の職員数は、単純値による比較です。

[     ]内は、条例定数の合計

＜参考＞人口１万人当たり職員数  178.3人

71

822

36

303

△ 1

[892］

△ 9

小　計 333 351 △ 18

＜参考＞

人口１万人当たり職員数 75.25人

△ 33

0

・公立宍粟総合病院の退職者不補充に伴う減
・事務分担の見直しに伴う水道事業職員の減

519

248

19

△ 8

小　計

（類似団体の人口１万人当たりの職員数 100.58人）

△ 24

＜参考＞

人口１万人当たり職員数 111.85人

特
別
行
政

△ 6

△ 13

△ 4

対前年
増減数

△ 1

・中学校・消防部門の退職者不補充
・幼稚園のクラス数変動による減
0

主 な 増 減 理 由

71

789

294

19

495

240

その他

132

113109

91 97

119

平成２０年

　　　　　　　　　区　　分
　部　　門

職 員 数

議会・総務

平成１９年

105 106

一
般
行
政

福祉

（類似団体の人口１万人当たりの職員数 73.94人）

小　計

35

[892］
合　　計

普
通
会
計
部
門

教育

消防

公
営
企
業

病院

水道・下水道

その他

・総務部門のスリム化による減（総務）
・機構改革による本庁農業・林業部門の充実によ
る増及び市民局農林商工業部署統合による減
（その他）
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（2)年齢別職員構成の状況（２０年４月１日現在）

20歳 36歳32歳 56歳 60歳44歳 48歳 52歳24歳 28歳 40歳20歳

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

構
成
比
（
％
）

年齢（歳）

20年度

17年度

◇　職員数は教育長を除く一般職に属する職員数です。

(3)定員管理の数値目標及び進捗状況

①平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

（参考）平成２２年３月末日における定員管理の数値目標（数・率）

②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

788

計

人

～

20歳 36歳

～ ～

32歳
～～ ～

56歳 60歳44歳 48歳 52歳

～ ～

24歳

人

％

333

21年度
4年目

人人

数値目標

59

人

28歳

（参考）
数値目標

17年～22年
計

20

78.0%

63

2

人

107

人 人

6.8

人

純 減 率

22年度
5年目

△41（11.2%）△ 18 0 0

2

平成22年3月31日

人

803

40歳

～

3

59歳

57

以上

108

55歳51歳

人

86

人

43歳

73 88

19年度
2年目

333

20年度
3年目

△65人（△7.5％）

人

27歳 35歳

一般行政
部門

17年度
計画前年

差引

増員

6

18年度
1年目

39歳

純 減 数

10571

31歳

人
職員数（人）

区　分

未満

～

23歳

1

人

26

20歳

区分

職 員 数

平成17年4月1日

計画期間

862

終　期

平成17年4月1日

人

始　期

職 員 数

平成22年 4月 1日

△ 6

351

0

△ 8

8

部門

359

0

職員数

減員

365 333 - 324人

△ 32

34

47歳

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

構
成
比
（
％
）

年齢（歳）

20年度

17年度
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◇　計画期間は、平成17年～22年の5年間です。

◇　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示します。

◇　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以降、平成19年度   

 　までの職員増減数の累計を示します。

７　公営企業職員の状況

20年度
3年目

0

0

6

△ 11

162

2

0 0

14

区分 17年度
計画前年

18年度
1年目部門

△ 10 △ 14

10

0

減員

差引

増員

特別行政
部門

職員数

増員

公営企業等
部門

減員

差引

職員数

△ 37 0 △59（6.8%）

19年度
2年目

△18（9.4%）0 △ 30

13

174人-

24

△ 6

13 0

192 182 168

0

162

13 △ 15 △ 9

15 9

305 318 303 294 294 294

△ 88

0 15

0人（0.0%）

305人

0 -

減員 △ 16 △ 37 △ 35

789 803人789

計

増員 13

△ 33 0差引 △ 3

職員数 862 859 822

△ 73 123.7%

789 －

（参考）
数値目標

166.7%

162

30

22年度
5年目

17年～22年
計

21年度
4年目

-

0

0

７　公営企業職員の状況

　(1)　水道（上水道）事業
① 職員給与費の状況
ア　決算

　（参考）

◇　職員給与費には、職員給のほか、法定福利費（共済組合への負担金等）を含みます。

（参考）団体平均
  　 　　　　　　　

◇　職員手当には退職給与金を含みません。

◇　職員数は、２０年３月３１日現在の人数です。

※　上水道事業は、給水人口が5,000人以上などの条件を満たした、地方公営企業法の全部が適用される事業で、

　簡易水道事業とは区分されます。

イ　 特記事項

    →1(3)をご覧ください

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２０年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

◇　基本給には、給料のほか扶養手当を含みます。

◇　平均月収には全手当（期末勤勉手当は支給実額を12月で除算して積算）を含みます。

◇　団体平均は、簡易水道事業を含む、全国の市町村（政令指定都市を除く）です。

-

団 体 平 均

39,295

343,938

区 分 基 本 給 平 均 月 収

宍粟市（水道事業）

-

42.4

19 582,635 117,601

　　　　千円年度 千円　

6,381

給　 料

事 業 者

人
　　　　　　Ａ

45.5

平 均 年 齢

千円　

69,770

6,87416,155 61,831 6,870

千円 千円

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

Ａ  

区　　分

19 9

年度

区　　分
職員数

千円　　　　　千円 千円
　　　　給与費 　　B/A期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ

Ｂ　

職員手当
一人当たり

12.0

める職員給与費比率

総費用に占める
職員給与費比率

％

　　　　　　Ｂ／Ａ

％

総費用 純損益
又は

実質収支

職員給与費

千円
一人当たり給与費

11.0

１８年度の総費用に占

485,122

571,242374,552

10



 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（１９年度支給割合） （１９年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算：5・10％

◇　(　　 )内は、再任用（職務の特殊性などを考慮し、退職後引き続き職員を一定期間雇用する制度）職員に係る

　支給割合です。

イ　退職手当

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

1,795

1.60 0.725

1,792

1.45

１人当たり平均支給額（１９年度）

宍 粟 市 （ 水 道 事 業 ）

１人当たり平均支給額（１９年度）

－

－

－

－

団 体 平 均

－

47.50 59.28

宍 粟 市 （ 水 道 事 業 ）

33.50

23.50 30.55

41.34

3.00

59.28 59.28 －

団 体 平 均

－

－ －

－

－ －

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円

ウ　地域手当
（２０年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

（２２年度の制度完成時）

％ ％

◇　国の制度では平成22年度での完成を目指し、平成19年度から 支給率を段階的に引き上げることとしており

　制度完成時の支給率は、給料と扶養手当の月額の3/100～18/100とされています。

エ　特殊勤務手当（２０年４月１日現在）

千円

支給職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算）

一般行政職の制度（支給率）

－

27,928

0支給職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算）

宍粟市

支給対象地域

0

支 給 実 績 （ １ ９ 年 度 決 算 ）

手 当 の 種 類 （ 手 当 数 ）

職員全体に占める手当支給職員の割合（１９年度）

一般行政職の制度（支給率）

支給率 支給対象職員数

支給対象地域

0 0

0

0

0

１種類

円

％0.0

支 給 実 績 （ １ ９ 年 度 決 算 ）

0

宍粟市

その他の加算措置
その他の加算措置
定年前早期退職特例加算
45歳以上50歳未満で勤続20年以上※
　　　　　　　　　　　　　　　2％～30％加算・特別昇給4号
50歳以上で勤続25年以上
　　　　　　　　　　　　　　　2％～20％加算・特別昇給4号
※平成18年度から3年間の措置として、45歳以上の勤続25年
以上職員を対象に、早期の職員の規模適正化を推進します。

0

59.28 59.28 －

16,498

支給率

15,807
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オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

◇　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

カ　その他の手当（２０年４月１日現在）

円

円

(1）配偶者：13,000円
(2）扶養親族：6,500円
※配偶者がいない場合
　　・・・1人目：11,000円
※16歳～23歳未満の扶養
親族には5,000円加算

671
（1)同

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ １ ９ 年 度 決 算 ） 217

支 給 実 績 （ １ ８ 年 度 決 算 ）

(1)借家の場合
12.000円以上の家賃を払っ
ている場合：家賃に応じ

手当の名称

危険又は困難業務従事職
員手当

－

支 給 実 績 （ １ ９ 年 度 決 算 ） 1,949

手 当 名
国の制度と
異なる内容

316

2,211

(2)
持ち家の場
合国は2,500

住居手当

同

国の制度と
の 異 同

支給実績
（１９年度決算）

196,222

左記職員に対する支給単価

内容及び支給単価

扶養手当

支給職員１人当たり
平均支給年額
（１９年度決算）

74,611

水道局勤務職員等 水道事業緊急出動

千円

千円

1日当たり600円

1,766

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ １ ８ 年 度 決 算 ）

主な支給対象職員 主な支給対象業務

円

円

●自家用車等利用

2,300円

24,300円～
27,100円

20㎞～25㎞未満

3,400円～
5,600円

なし

6,600円～
10,600円

11,500円～
15,100円

16,000円～
19,600円

2,000円2㎞～5㎞未満

（宍粟市） (国）

35㎞～40㎞未満

15㎞～20㎞未満

55㎞～60㎞未満

671

－

（1)同
(2)異

同

ている場合：家賃に応じ
27,000円を上限に支給。
(2）持ち家の場合
3,500円

合国は2,500
円（新築・購
入後5年以
内）

住居手当

通勤手当

60㎞以上

●公共交通機関利用
55千円を限度に実費

1㎞～2㎞未満

10㎞～15㎞未満

5㎞～10㎞未満

30㎞～35㎞未満

40㎞～45㎞未満

24,500円

千円1,314
支給率
8%～25%

681 千円

なし

なし

20,900円

25㎞～30㎞未満

37,000円～
38,600円

50㎞～55㎞未満

33,000円～
34,600円

管理職手当

400円/㎞
加算

管理又は監督の地位にある
職員について、給与月額の
10%～15％

異

20,400円～
23,600円

16,100円

23,600円

22,700円

657,120

35，000円～
36,600円

75,633

45㎞～50㎞未満

1㎞未満

4,100円

6,500円

21,800円

8,900円

74,611

13,700円

27,700円～
30,100円

18,500円
30,600円～
32,600円

千円

円11,300円

39,000円～
40,600円
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 ④ 定員管理の数値目標及び進捗状況

ア　平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

（参考）平成２２年３月末日における定員管理の数値目標（数・率）

◇　公営企業会等の会計では、総務担当部門の効率的な配置などを進めていきますが、基本的には現在のサービス水準を維持
　していく上で、現行の職員数が適切であると判断しています。

イ　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

    →6(3)②をご覧ください

　(2)　病院（宍粟総合病院）事業
① 職員給与費の状況
ア　決算

　（参考）

8
人

8 0
％人

Ａ  

職 員 数

平成22年 4月 1日
純 減 率純 減 数

職 員 数

平成17年4月1日

0
人

める職員給与費比率

計画期間

１８年度の総費用に占

　　　　　　Ｂ／ＡＢ　

総費用
区　　分

平成17年4月1日 平成22年3月31日 0人（0％）

数値目標
始　期

純損益
又は

実質収支

職員給与費
総費用に占める
職員給与費比率

終　期

◇　職員給与費には、職員給のほか、法定福利費（共済組合への負担金等）を含みます

（参考）団体平均
  　 　　　　　　　

◇　職員手当には退職給与金を含みません

◇　職員数は、２０年３月３１日現在の人数です

イ　 特記事項

    →1(3)をご覧ください

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２０年４月１日現在）

円 円 歳

円 円 歳

円 円 歳

円 円 歳

円 円 歳

円 円 歳

円 円 歳

円 円 歳

円 歳

◇　基本給には、給料のほか扶養手当を含みます。

◇　平均月収には、平成１９年度の全手当（期末勤勉手当は支給実額を１２月で除算して積算）を含みます。

◇　民間事業者平均は、民間給与実態調査（兵庫県人事委員会資料）より

うち医師

民間事業者平均

うち看護師

団体平均

うち事務職員

うち医師

うち看護師

うち事務職員 44.2

502,144 46.6

区 分 基本給 平均月収 平均年齢

307,001 550,669 38.5

1,486,806

千円

年度

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

％

47.9 48.8

％千円　

1,701,092

千円　　　　　千円

　　　　　　Ａ

6,608

19

千円
給　 料 職員手当 期末・勤勉手当

区　　分
一人当たり

6,678309,620

年度 人 千円 千円

19 225 822,411 354,775

千円
　　計　　Ｂ 　　　　給与費 　　B/A

　　　　　千円
一人当たり給与費

病院事業会計

職員数

3,551,732

338,043

－

565,450

450,470

△ 410,199

－ －

37.3

43.31,314,681

38.9

548,647

37.1

388,397

1,613,814

282,854

44.3

291,607 470,546

549,136355,301
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 ③ 職員の手当の状況
ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（１９年度支給割合） （１９年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算：5・10％

◇　(　　 )内は、再任用（職務の特殊性などを考慮し、退職後引き続き職員を一定期間雇用する制度）職員に係る

　支給割合です

イ　退職手当（２０年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

23.50 30.55 － －

団 体 平 均

1,550

3.00 1.45 － －

－3.00 1.45

宍 粟 市 （ 病 院 事 業 ）

宍 粟 市 （ 病 院 事 業 ） 団 体 平 均

1,341

１人当たり平均支給額（１９年度） １人当たり平均支給額（１９年度）

－

33.50 41.34 － －

47.50

59.28 59.28 －

59.28 －

－

－最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円

◇　退職手当の１人当たり平均支給額は、１９年度に退職した職員に支給された平均額です

ウ　地域手当

（１９年４月１日現在）

千円

 円

％ 人 ％

（２２年度の制度完成時）

％ ％

◇　国の制度では平成22年度での完成を目指し、平成18年度から 支給率を段階的に引き上げることとしており

　制度完成時の支給率は、給料と扶養手当の月額の3/100～18/100とされています

0 0宍 粟 市

0 0 0

支給対象地域 支給率 一般行政職の制度（支給率）

宍 粟 市

支 給 実 績 （ １ ９ 年 度 決 算 ） 0

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

6,678

その他の加算措置
定年前早期退職特例加算
45歳以上50歳未満で勤続20年以上※
　　　　　　　　　　　　　　　2％～30％加算・特別昇給4号
50歳以上で勤続25年以上
　　　　　　　　　　　　　　　2％～20％加算・特別昇給4号

その他の加算措置

59.28 59.28 － －

0支給職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算）

03,417
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エ　特殊勤務手当（２０年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

支 給 実 績 （ １ ９ 年 度 決 算 ） 36,576

手 当 の 種 類 （ 手 当 数 ）

病理細菌検査手当

医師　宿直勤務年末年始勤務加算手当 20,000

円

％

7,500

92.4

40,000

主な支給対象職員 左記職員に対する支給単価

千円

検査技師

１５種類

手当の名称

職員全体に占める手当支給職員の割合（１９年度）

2,000

放射線技師

医師職務手当

遺体処置手当

医師特別技能手当

遺体処置作業に従事した看護師、助
産師及び准看護師

注：医師に対する
手当は除く

1,000

年数に1万円を乗じて得た額。ただ
し上限を20万円とする。

給料月額の100％以内

医師　日直勤務

支給職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算）

放射線取扱手当

遺体搬送業務手当
遺体の搬送業務に従事し
た運転手

医師　24時間勤務

病院勤務危険手当

175,846

常時勤務する医師、看護
師、助産師、准看護師、看
護補助員、理学療法士、作
業療法士及び言語聴覚士

1,000

2,000

16,000

医療業務に従事する医師

医療業務に従事する医師

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

◇　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ １ ９ 年 度 決 算 ）

2時間以上4時間未満

深夜における勤務時間が4
時間以上

看護師、助産師、准看護
師、看護補助員及び調理
員

緊急呼出を受け業務に従
事した職員　深夜

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ １ ８ 年 度 決 算 ）

休日又は時間外に待機を
命じられた医師

医師以外　宿直勤務

2,000

4,500

2,900

400

年末年始勤務手当

夜間看護手当

待機手当

検診及び指導手当
医師及び技師の職にある
者

355

3,300

1,500

支 給 実 績 （ １ ８ 年 度 決 算 ） 89,100

治験契約に基づく病院収入の範囲
内で市長が定める額

25,000

検診、指導業務等契約に基づく病院収入の範
囲内で市長が定める額

3,000

診療所等に出張診療を命
じられた医師

公立宍粟総合病院の特殊
勤務手当

支 給 実 績 （ １ ９ 年 度 決 算 ） 79,881

研究手当 医師

出張診療手当

緊急出勤手当

3,000

医師以外　日直勤務

8,000

緊急呼出を受け業務に従
事した職員　深夜以外

2,000

2時間未満
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カ　その他の手当（２０年４月１日現在）

円

円

●公共交通機関利用
55千円を限度に実費

238,436

内容及び支給単価
国の制度と
の 異 同

扶養手当

(1）配偶者：13,000円
(2）配偶者以外の扶養親族
　　：6,500円
　　※配偶者がいない場合
　　　・・・1人目：11,000円
※16歳～23歳未満の扶養
親族には5,000円加算

同 － 18,598 千円

支給職員１人当たり
平均支給年額
（１９年度決算）

住居手当

支給実績
（１９年度決算）

128,4509,120 千円

(1)借家の場合
12.000円以上の家賃を払っ
ている場合：家賃に応じ
27,000円を上限に支給。
(2）持ち家の場合
3,500円

手 当 名
国の制度と
異なる内容

同 －

(2)
持ち家の場
合国は2,500
円（新築・購
入後5年以
内）

（1)同
(2)異

(国）

1㎞未満 なし なし

●自家用車等利用 （宍粟市）

円

千円 167,202 円

管理職手当 21,104 千円 639,515

通勤手当 33,106

1㎞～2㎞未満 2,300円 なし

1㎞未満 なし なし

25㎞～30㎞未満
24,300円～
27,100円

13,700円

10㎞～15㎞未満
11,500円～
15,100円

6,500円

15㎞～20㎞未満
16,000円～
19,600円

8,900円

20㎞～25㎞未満

16,100円

35㎞～40㎞未満
30,600円～
32,600円

18,500円

20,400円～
23,600円

11,300円

30㎞～35㎞未満
27,700円～
30,100円

37,000円～
38,600円

22,700円

管理又は監督の地位にある
職員について、給与月額の
8%～16％

異
支給率
8%～25%

55㎞～60㎞未満
39,000円～
40,600円

50㎞～55㎞未満

23,600円

60㎞以上
400円/㎞
加算

24,500円

2㎞～5㎞未満
3,400円～
5,600円

2,000円

5㎞～10㎞未満
6,600円～
10,600円

4,100円

20,900円

35，000円～
36,600円

21,800円

40㎞～45㎞未満
33,000円～
34,600円

45㎞～50㎞未満
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 ④ 定員管理の数値目標及び進捗状況

ア　平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

◇　病院事業会計を含む公営企業等会計全体で計画を策定しています

（参考）平成２２年３月末日における定員管理の数値目標（数・率）

◇　公営企業会等の会計では、総務担当部門の効率的な配置などを進めていきますが、基本的には現在のサービス水準を維持

　していく上で、現行の職員数が適切であると判断しています。

イ　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

    →6(3)②をご覧ください

    →6(3)②をご覧ください

始　期 終　期

％

305 305 0 0

人 人

平成17年4月1日 平成22年 4月 1日
純 減 数 純 減 率

職 員 数 職 員 数

平成17年4月1日 平成22年3月31日 0人（0％）

人

計画期間
数値目標
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